
　　　informations for living              くらしの情報
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県
や
市
町
村
の
最
新
統
計
資

料
な
ど
を
掲
載
し
て
い
る
コ
ン

パ
ク
ト
で
使
い
や
す
い
市
民
手

帳
の
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

●
主
な
内
容
（
２
部
構
成
）

【
日
記
編
】
月
間
予
定
表
、
見
開

き
１
週
間
タ
イ
プ
日
記
欄

【
資
料
・
名
簿
編
】
市
民
課
窓
口

事
務
・
保
健
予
防
事
業
の
ご
案

内
、
市
避
難
所
一
覧
な
ど

●
サ
イ
ズ　
縦
15
㎝
×
横
9.4
㎝

●
価
格　
４
７
０
円
（
税
込
）

●
発
売
予
定
月　
11
月
（
予
定
）

●
予
約
方
法　
政
策
企
画
課
窓
口

か
電
話
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
予
約問政

策
企
画
課
企
画
統
計
係

☎
63
・
１
２
７
４

２
０
１
9
年
版
市
民
手
帳

の
予
約
を
受
け
付
け
ま
す▲くまモンも出てくるベー

ジュのかわいい手帳です

地
域
学
校
協
働
活
動
推
進

員
を
紹
介
し
ま
す

　
教
育
委
員
会
で
は
、「
学
校
を

核
と
し
た
地
域
づ
く
り
」
を
目

的
に
、
学
校
と
地
域
を
つ
な
ぐ

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
役
割
を

担
う
12
人
の
地
域
学
校
協
働
活

動
推
進
員
を
委
嘱
し
て
い
ま
す
。

♦
地
域
学
校
協
働
活
動
推
進
員

●
任
期　
平
成
30
年
4
月
1
日
～

平
成
31
年
3
月
31
日

【
地
域
学
校
協
働
活
動
】

（
以
下
全
て
順
不
同
・
敬
称
略
）

①
田た

ぞ
え添
美み

な

こ
奈
子
（
海
陽
中
校
区
）

②
宮み

や
ち地
典の

り
こ子
（
海
陽
中
校
区
）

③
清し

み
ず水
祥さ

ち
こ子
（
三
中
校
区
）

④
古こ

が賀
智ち

え絵
（
三
中
校
区
）

⑤
田た

な
か中
な
つ
み
（
四
中
校
区
）

⑥
田た

な
か中
加か

よ

こ
代
子
（
四
中
校
区
）

●
主
な
職
務

　

各
中
学
校
区
に
あ
る
小
中
学

校
を
受
け
持
ち
、
先
生
の
多
様

な
ニ
ー
ズ
と
地
域
人
材
を
つ
な

ぎ
、
学
校
を
支
援
す
る
こ
と
で
、

地
域
社
会
全
体
で
子
供
た
ち
の

育
成
を
支
援
す
る
。

　

地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
学

校
と
連
携
し
、
生
徒
の
参
画
に

よ
る
地
域
社
会
の
活
性
化
に
貢

献
す
る
。

【
放
課
後
子
ど
も
教
室
】

①
西に

し
か
わ川
直な

お
み美
（
八
幡
小
）

②
高た

か
い井
景あ

き
こ子
（
有
明
小
）

　

市
の
施
設
は
８
月
に
次
の
と

お
り
臨
時
休
業
し
ま
す
。

詳
し
く
は
各
施
設
に
直
接
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市
の
施
設　

8
月
の
臨
時
休
館
日

施設名 休館日 連絡先
市民体育館・体育センター・弓
道場・夜間照明施設 15 日㈬ 運動公園管理事務所

☎ 62-5163
潮湯 14 日㈫・15 日㈬ ☎ 62-1610

働く女性の家 14 日㈫・15 日㈬ ☎ 64-2884

小岱工芸館
13 日㈪・14 日㈫
15 日㈬

☎ 68-7400

メディア交流館 ☎ 69-0552

みどり蒼生館 ☎ 66-4700

荒
尾
市
文
化
振
興
基
金

助
成
（
追
加
募
集
）

　
市
内
で
個
性
的
な
地
域
文
化
の

創
造
や
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
団
体

の
文
化
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

●
助
成
対
象
事
業

①
～
④
の
ど
れ
か
で
、
1
団
体
に

つ
き
1
事
業
申
請
可
。
定
例
的
な

活
動
、営
利
目
的
の
活
動
、政
治・

宗
教
活
動
な
ど
は
対
象
外
。

①
活
動
発
表
事
業

②
文
化
情
報
事
業

③
人
材
育
成
交
流
事
業

④
そ
の
他
の
事
業

●
助
成
対
象　
市
内
に
住
所
か
活

動
の
本
拠
地
が
あ
り
、
助
成
金
の

交
付
決
定
後
に
事
業
に
着
手
し
、

今
年
度
中
に
助
成
対
象
事
業
を
完

了
で
き
る
見
込
み
が
あ
る
団
体

●
申
込
締
切　
8
月
31
日
㈮

●
助
成
金
の
額

当
該
事
業
に
要
す
る
対
象
経
費
の

３
分
の
2
。
限
度
額
は
50
万
円
。

※
入
場
料
や
補
助
金
な
ど
の
収
入

は
、
事
業
に
要
す
る
経
費
か
ら

差
し
引
き
ま
す
。

※
食
糧
費
、
メ
ン
バ
ー
の
旅
費
・

賃
金
な
ど
は
原
則
対
象
外
。

●
助
成
金
の
交
付　
事
業
完
了
後

に
交
付
。
市
が
適
当
と
認
め
る
場

合
は
、
概
算
払
（
前
払
い
）
が
で

き
ま
す
。

【
寄
附
に
つ
い
て
】

　
荒
尾
市
文
化
振
興
基
金
で
は
、

皆
さ
ん
か
ら
の
寄
附
金
を
積
み
立

て
、
地
域
団
体
の
文
化
活
動
事
業

へ
の
助
成
な
ど
に
役
立
て
て
い
ま

す
。
文
化
振
興
の
た
め
、
ぜ
ひ
寄

附
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

問
政
策
企
画
課
企
画
統
計
係

☎
63
・
１
２
７
４

ス
ト
ッ
プ
！
農
作
業
事
故

　

毎
年
、
県
内
で
は
10
人
前
後

の
尊
い
命
が
農
作
業
事
故
で
失

わ
れ
て
お
り
、
65
歳
以
上
の
高

齢
者
に
よ
る
事
故
や
ト
ラ
ク

タ
ー
な
ど
の
農
業
機
械
に
よ
る

事
故
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

農
作
業
事
故
を
な
く
す
た
め
に

は
、
一
人
一
人
が
事
故
防
止
意

識
を
持
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が

重
要
で
す
。
家
族
や
仲
間
か
ら

も
「
声
か
け
」
を
行
い
、
よ
り

一
層
の
事
故
防
止
意
識
を
も
っ

て
、
農
作
業
事
故
を
な
く
し
ま

せ
ん
か
。

問
農
林
水
産
課
農
政
係

☎
63
・
１
４
４
３

ご
み
の
不
法
投
棄
は

犯
罪
で
す

　

リ
サ
イ
ク
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

は
、
資
源
ご
み
を
出
す
場
所
で

す
。
布
団
、
家
具
な
ど
の
大
型

ご
み
は
、
粗
大
ご
み
で
す
。

問
粗
大
ご
み
受
付
窓
口

☎
62
・
０
９
７
１

※
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
資
源
ご
み

以
外
の
ご
み
を
放
置
す
る
と
、

不
法
投
棄
と
み
な
し
、
警
察

へ
通
報
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

※
不
法
投
棄
は
、
犯
罪
で
す
。

③
藤ふ

じ
き木
清き

よ
は
る春
（
桜
山
小
）

●
主
な
職
務

　

受
け
持
っ
て
い
る
小
学
校
1

～
3
年
生
（
桜
山
小
学
校
の
み

1
～
2
年
生
）
の
う
ち
、
放
課

後
子
ど
も
教
室
を
希
望
す
る
児

童
に
安
心
・
安
全
な
活
動
場
所

を
提
供
す
る
。
地
域
の
人
と
交

流
し
な
が
ら
活
動
す
る
こ
と
で
、

子
ど
も
た
ち
が
地
域
社
会
の
中

で
心
豊
か
で
健
や
か
に
育
ま
れ

る
環
境
づ
く
り
を
行
う
。

【
地
域
未
来
塾
】

①
髙た

か
お尾
さ
や
か
（
海
陽
中
）

②
松ま

つ
の野
良よ

し
え恵
（
三
中
）

③
金か

な
が
き柿
潤じ

ゅ
ん
ぺ
い平
（
四
中
）

●
主
な
職
務

　
地
域
未
来
塾
の
開
催
計
画
を
、

学
校
行
事
や
学
習
支
援
員
の
配

置
予
定
な
ど
を
考
慮
し
て
調
整

す
る
。
受
講
生
や
学
習
支
援
員

に
計
画
を
提
示
し
、
開
催
実
績

を
教
育
委
員
会
に
報
告
す
る
。

学
校
施
設
や
備
品
な
ど
の
管
理
、

受
講
生
の
受
講
状
況
の
把
握
な

ど
地
域
未
来
塾
に
お
け
る
連
絡

調
整
を
行
う
。

問
生
涯
学
習
課
社
会
教
育
係

☎
57
・
８
１
２
５

ご
存
知
で
す
か

障
が
い
者
へ
の
手
当
制
度

　

身
体
・
知
的
・
精
神
（
発
達

障
が
い
を
含
む
）
に
政
令
で
定

め
る
程
度
の
障
が
い
が
あ
る
人

を
対
象
と
し
た
、
各
種
手
当
制

度
が
あ
り
ま
す
。
支
給
要
件
は

次
の
と
お
り
で
す
。

特
別
障
害
者
手
当

　

20
歳
以
上
で
、
著
し
く
重
度

の
障
が
い
が
あ
り
、
日
常
生
活

で
常
時
特
別
な
介
護
を
必
要
と

す
る
人
に
支
給
し
ま
す
。
た
だ

し
、
次
に
当
て
は
ま
る
場
合
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

①
障
が
い
者
が
施
設
に
入
所
し

て
い
る

②
障
が
い
者
が
病
院
ま
た
は
診

療
所
に
3
カ
月
以
上
継
続
し

て
入
院
し
て
い
る

③
手
当
を
受
け
る
人
、
配
偶
者
、

ま
た
は
生
計
を
維
持
す
る
扶

養
義
務
者
の
前
年
の
所
得
が

一
定
額
以
上

障
害
児
福
祉
手
当

　

20
歳
未
満
で
、
重
度
の
障
が

い
が
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
で

常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
人
に

支
給
し
ま
す
。
た
だ
し
、
次
に

当
て
は
ま
る
場
合
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。

①
児
童
が
施
設
に
入
所
し
て
い

る

②
児
童
が
障
が
い
を
支
給
理
由

と
す
る
公
的
年
金
を
受
給
し

て
い
る
（
そ
の
全
額
が
支
給

停
止
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除

く
） 

③
扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所
得

が
一
定
額
以
上 

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

20
歳
未
満
の
中
度
以
上
の
障

が
い
の
あ
る
児
童
を
監
護
す
る

父
・
母
な
ど
に
支
給
し
ま
す
。

た
だ
し
、
次
に
当
て
は
ま
る
場

合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

①
児
童
が
施
設
に
入
所
し
て
い

る
②
児
童
が
障
が
い
を
支
給
理
由

と
す
る
公
的
年
金
を
受
給
し

て
い
る
（
た
だ
し
、
そ
の
全

額
が
支
給
停
止
さ
れ
て
い
る

場
合
を
除
く
）

③
手
当
を
受
け
る
人
、
ま
た
は

配
偶
者
・
生
計
を
維
持
す
る

扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所
得

が
一
定
額
以
上

④
手
当
を
受
け
る
人
と
児
童
が

日
本
に
住
ん
で
い
な
い

【
障
が
い
者
の
手
当
を
受
給
し
て

い
る
人
は
現
況
届
の
提
出
を
】

特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児

福
祉
手
当
、
経
過
的
福
祉
手
当
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し

て
い
る
人
（
昨
年
支
給
停
止
に

な
っ
て
い
る
人
も
含
む
）
は
、

現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
間

８
月
10
日
㈮
～
23
日
㈭

※
土
・
日
・
祝
を
除
く
。

●
受
付
場
所　
福
祉
課
福
祉
係

●
必
要
な
も
の

案
内
通
知
、
現
況
届
、
所
得
状

況
届
、
印
鑑
（
朱
肉
用
）、
個
人

番
号
（
通
知
）
カ
ー
ド
、
受
給

者
の
身
分
証
明
書
（
代
理
人
が

手
続
き
を
す
る
と
き
は
委
任
状

と
代
理
人
の
身
分
証
明
書
が
必

要
で
す
）
な
ど

問
福
祉
課
福
祉
係

☎
63
・
１
４
０
６

国
民
年
金
基
金
に

加
入
し
ま
せ
ん
か

　

国
民
年
金
基
金
と
は
、
自
営

業
者
な
ど
国
民
年
金
保
険
料
を
納

め
て
い
る
国
民
年
金
第
1
号
被
保

険
者
が
任
意
で
加
入
し
、
将
来
の

国
民
年
金
（
老
齢
基
礎
年
金
）
に

上
乗
せ
を
す
る
公
的
な
個
人
年
金

で
す
。
将
来
、
国
民
年
金
だ
け
で

は
心
配
と
い
う
人
は
加
入
を
検
討

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
加
入
で
き
る
人

①
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
国
民
年

金
第
1
号
被
保
険
者
（
農
業
者

年
金
加
入
者
は
不
可
）

②
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
国
民
年

金
に
任
意
加
入
し
て
い
る
人

※
掛
金
は
、加
入
す
る
型
、口
数
、

加
入
時
の
年
齢
に
よ
っ
て
決
ま

り
ま
す
。
年
齢
が
若
い
ほ
ど
掛

金
は
安
く
な
り
ま
す
。
詳
し
く

は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
熊
本
県
国
民
年
金
基
金

☎
０
１
２
０
・
65
・
４
１
９
２

慰
霊
と
平
和
祈
念
の
黙
と

う
を

　

原
爆
死
没
者
や
戦
没
者
の
ご

冥
福
と
恒
久
平
和
の
確
立
を

願
っ
て
、
市
庁
舎
の
サ
イ
レ
ン

を
1
分
間
鳴
ら
し
ま
す
の
で
、

家
庭
、
職
場
や
地
域
で
黙
と
う

を
さ
さ
げ
ま
せ
ん
か
。

●
日
時

①
広
島
原
爆
の
日

8
月
6
日
㈪
午
前
８
時
15
分

②
長
崎
原
爆
の
日

８
月
９
日
㈭
午
前
11
時
2
分

③
全
国
戦
没
者
追
悼
式
が
行
わ

れ
る
日　
8
月
15
日
㈬
正
午

問
総
務
課
職
員
厚
生
係

☎
63
・
１
２
０
４

TOPICS ！

法
律
に
よ
り
処
罰
さ
れ
、
5

年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は

1
千
万
円
以
下
（
法
人
の
場

合
は
、
3
億
円
以
下
）
の
罰

金
ま
た
は
そ
の
両
方
に
な
り

ま
す
。
ご
み
は
き
ち
ん
と
分

別
し
、
決
め
ら
れ
た
場
所
へ

出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
環
境
保
全
課
環
境
業
務
係

☎
63
・
１
３
７
０
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